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１ 地域計画とは？…地域の農業をどのようにしていくのか、大切な

農地をどのように守り次の世代に引き継いでいくのかなどの方針を

農家の皆さんの話合いにより、令和６年度末までに決めるものです。 

 具体的には、１０年後の地域農業のあり方について①地区でどの

ような農業を目指すのか②担い手確保の方策③基盤施設の整備方針

④農地の貸借に関する方針などの他、⑤農地１筆ごとに耕作予定者

を特定します。（随時見直しを行います。） 

２ 食料自給率（カロリーベース）の推移…農林水産省の統計によりますと、昭和４０年度は７３％で

したが、平成元年度に５０％を割り込み、平成２２年度以降４０％未満で推移しています。 

３ 松本市内で主に農業に従事している方…農林業センサス２０２０では、４，２４６人であり１０

年前に比べ約３２％減っています。この内、７０歳以上の方は２，３９９人（５６．５％）で、数

年後には農業従事者が極端に減る可能性があります。食べ物を作る人が少なくなることになります

ので、農業を守るということは、非農家の方にとっても重大な問題と受け止める必要があります。 

４ 波田地区版地域計画… 

波田地区の農業を考える会「農業未来会議」が中心となって地域計画を検討し、素案をまとめ、

市へ令和５年９月に提出しました。令和６年１月に市農政課の担当者から、農業を主として営む方

へ地域計画（案）について説明がありました。 

⑴ 地域農業の現状と課題 

・波田地区は、山間部から平野部にかけて耕作地が広がり、多種多様の農業が営まれている。 

・後継者の目途がたっていない農地の割合が半数以上であることから、将来的に後継者不足や遊休

荒廃農地の増加が危惧される。後継者の育成や耕作地をまとめる農地流動化の取組みが必要である。 

・農業用水路や施設の老朽化が進んでいる所がある。 

⑵ 地域における農業の将来の在り方 

・水稲を中心とした土地利用型農業を推進し、作業の効率化を図るスマート農業を導入する。 

・スイカの更なるブランド化を進めるとともに、作業性の向上を図る。 

・リンゴを中心とした果樹産地を継承し、高密植栽培や生産性を向上させる農業技術を取り入れる。 

⑶ 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 

・農用地の流動化を図り、認定農業者等へ農地を集める。併せて遊休農地の発生の防止と解消に取

り組む中で、新規参入を促進する。 

⑷ 必要な措置 

・農地の貸し借りを扱う農地中間管理機構を通して、農地の集積や集約化を促進する。 

・老朽化が著しい用水路を含む施設全般の改修に向けた話合いを継続する。 

・新規就農者の確保及び兼業農家を含む多様な経営体を確保・育成するため市やＪＡと連携する等。 

【松本市長選挙】令和６年３月１７日（日）に執行されます。皆さん忘れずに投票に行きましょう！ 

【幹線水路の一斉清掃にご参加ください】 
毎年全町会の皆様にご協力をいただき、水路への通水前に幹線水路等を清掃しています。 

実施日：令和６年３月１６日（土） 時間：午前８時集合 
集合場所、実施場所等の詳細は、回覧文書をご覧ください。是非ご協力をお願いします。 

スージーちゃん スイカワくん 

農業の将来に関する波田地区版「地域計画」が提案されました 

 

（説明会の様子） 


